
第２号議案  

令和２年４月 20 日 

任 用 給 与 課 

 

 

 

 

休息時間の特例の承認について 
 

 

令和２年４月 17 日付２総人職第 88 号により、東京都知事から申請のあった標記の件

について、適当と認め、申請のとおり承認する。 
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新型コロナウイルス感染者の宿泊療養対応業務に係る休息時間の特例につ

いて（知事） 

 新型コロナウイルス感染者の宿泊療養対応業務を行う職員について、休息時間を規定する。 

項 目 内 容 

設 定 基 準 
 

【休息時間】 

  夜勤をする場合、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平

成７年東京都条例第 15号）第６条第１項に定める休憩時間（以下「基

本休憩時間」という。）を勤務時間の途中に 45分と 15分に分割して置

く。また、連続する正規の勤務時間４時間当たり 15分の休憩時間（分

割して置く基本休憩時間のうち 15 分の休憩時間に限る。）又は休息時

間を置くこととし、４時間を超え、又は４時間に満たない時間につい

て 15分の休息時間を置くことができる。 

対 象 職 員  新型コロナウイルス感染者の宿泊療養対応業務に従事する職員 

適 用 年 月 日 
  令和２年４月７日から新型コロナウイルス感染者の宿泊療養対応業務を

行う職場において特別な勤務形態がなくなるまでの間 

 

   
【参照条文】職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（抄） 

 

(正規の勤務時間の割振り) 

第３条 任命権者は、暦日を単位として、月曜日から金曜日までの５日間(以下「平日」という。)

において、１日につき７時間 45 分の正規の勤務時間を割り振るものとする。（略） 

2 任命権者は、任命権者が定める職場において始業及び終業の時刻について職員（略）の申告を

考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める職員(以下「フ

レックスタイム制勤務職員」という。)又は職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する

必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定める

ことができる。（略） 

3 （略） 

 

(休憩時間) 

第６条 任命権者は、勤務時間が６時間を超える場合は少なくとも 45 分、８時間を超える場合は

少なくとも１時間、継続して一昼夜にわたる場合は１時間 30 分以上の休憩時間を、それぞれ勤

務時間の途中に置かなければならない。 

2 から 4 まで（略） 

 

 (休息時間) 

第７条 任命権者は、第３条第２項に規定する職員(フレックスタイム制勤務職員を除く。)につい

て、人事委員会の承認を得て、別に定めるところにより、正規の勤務時間のうちに、休息時間

を置くものとする。 

2 （略） 
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新型コロナウイルス感染者の宿泊療養対応業務（夜勤）の勤務時間イメージ

1:00-1:45 5:45-6:00
17:15 休憩時間 休憩時間 9:45

20:30-20:45 1:45-2:00
休息時間 休息時間

参　　考
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